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広　告 広　告

市
営
住
宅
入
居
者

●
募
集
団
地

・
布　
津　
寺
田
団
地　
（
１
戸
）

＊
特
定
公
共
賃
貸
住
宅

・
南
有
馬　
新
砂
原
団
地
（
２
戸
）

＊
単
身
入
居
可

・
口
之
津　
早
崎
団
地　
（
２
戸
）

・
口
之
津　
白
浜
団
地　
（
２
戸
）

・
加
津
佐　
愛
宕
団
地　
（
１
戸
）

・
加
津
佐　
旭
団
地　
　
（
３
戸
）

＊
単
身
入
居
可

・
加
津
佐　
泉
が
丘
団
地
（
３
戸
）

＊
単
身
入
居
可

※

こ
れ
以
外
に
追
加
募
集
を
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

●
募
集
期
間

１
月
４
日
㈮
〜
11
日
㈮

●
入
居
資
格
条
件
／
収
入
の
基
準
に

該
当
す
る
な
ど
、
こ
ち
ら
の
指
定
す

る
条
件
を
全
て
満
た
す
人

※

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
入
居
者
の
決
定
／
資
格
要
件
を
満

た
し
た
申
込
者
の
数
が
募
集
戸
数
を

超
え
る
場
合
は
、
公
開
抽
選
を
行
い

ま
す
。

●
抽
選
日
／
１
月
21
日
㈪ 

午
後
２

時　
南
有
馬
庁
舎

お 

都
市
計
画
課

☎
０
５
０
（
３
３
８
１
）
５
０
６
７

ご
み
収
集（
嘱
託
職
員
）

●
募
集
人
員
／
若
干
名

●
勤
務
内
容
／
ご
み
収
集
業
務

●
報
酬
／
月
額
１
４
３
，
０
０
０
円

●
雇
用
期
間
／
４
月
１
日
〜
平
成
26

年
３
月
31
日

●
雇
用
条
件
／
社
会
保
険
、
雇
用
保

険●
勤
務
日
お
よ
び
勤
務
時
間
／

週
５
日
（
土
、
日
、
祝
日
、
年
末
年

始
を
除
く
）
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時 
（
う
ち
１
時
間
休
憩
）

●
応
募
資
格
／
18
歳
以
上
で
、
普
通

自
動
車
免
許
（
Ａ
Ｔ
限
定
除
く
）
を

有
す
る
市
内
在
住
者

●
試
験
／
面
接

※

日
時
、
場
所
は
後
日
連
絡
し
ま
す
。

〆 

１
月
21
日
㈪
必
着

も 

市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項
を

記
入
（
写
真
貼
付
）
し
、「
衛
生
局

ご
み
収
集
嘱
託
職
員
申
込
」
と
朱
書

き
し
た
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
（
持
参
可
）。

お 

衛
生
局
第
一
課

☎
０
５
０
（
３
３
８
１
）
５
０
４
２

〒
８
５
９
ー
２
４
１
５　
南
島
原
市

南
有
馬
町
戊
１
７
５
１
番
地

ご
み
搬
入
監
視（
嘱
託
職
員
）

●
募
集
人
員
／
１
人

●
勤
務
内
容
／
ご
み
搬
入
監
視
業
務

●
報
酬
／
月
額
１
２
６
，
０
０
０
円

●
雇
用
期
間
／
４
月
１
日
〜
平
成
26

年
３
月
31
日

●
雇
用
条
件
／
社
会
保
険
、
雇
用
保

険●
勤
務
日
お
よ
び
勤
務
時
間

週
５
日
（
土
、
日
、
祝
日
、
年
末
年

始
を
除
く
）
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時 

（
う
ち
１
時
間
休
憩
）

●
応
募
資
格
／
18
歳
以
上
の
市
内
在

住
者

●
試
験
／
面
接

※

日
時
、
場
所
は
後
日
連
絡
し
ま
す
。

〆 

１
月
21
日
㈪
必
着

も 

市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項
を

記
入
（
写
真
貼
付
）
し
、「
衛
生
局

ご
み
搬
入
監
視
嘱
託
職
員
申
込
」
と

朱
書
き
し
た
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
（
持
参
可
）。

お 

衛
生
局
第
一
課

☎
０
５
０
（
３
３
８
１
）
５
０
４
２

〒
８
５
９
ー
２
４
１
５　
南
島
原
市

南
有
馬
町
戊
１
７
５
１
番
地

し
尿
収
集（
嘱
託
職
員
）

●
募
集
人
員
／
13
人

●
勤
務
内
容
／
し
尿
収
集
業
務

●
報
酬
／
月
額
１
４
３
，
０
０
０
円

●
雇
用
期
間
／
４
月
１
日
〜
平
成
26

年
３
月
31
日

●
雇
用
条
件
／
社
会
保
険
、
雇
用
保

険●
勤
務
日
お
よ
び
勤
務
時
間
／
週
５

日
（
土
、
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
を

除
く
）
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時 

（
う
ち
１
時
間
休
憩
）

●
応
募
資
格
／
18
歳
以
上
で
、
普
通

自
動
車
免
許
（
Ａ
Ｔ
限
定
除
く
）
を

有
す
る
市
内
在
住
者

●
試
験
／
面
接

※

日
時
、
場
所
は
後
日
連
絡
し
ま
す
。

〆 

１
月
21
日
㈪
必
着

も 

市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項
を

記
入
（
写
真
貼
付
）
し
、「
衛
生
局

し
尿
収
集
嘱
託
職
員
申
込
」
と
朱
書

き
し
た
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
（
持
参
可
）。

お 

衛
生
局
第
一
課

☎
０
５
０
（
３
３
８
１
）
５
０
４
２

〒
８
５
９
ー
２
４
１
５　
南
島
原
市

南
有
馬
町
戊
１
７
５
１
番
地

火
葬
業
務（
嘱
託
職
員
）

●
募
集
人
員
／
や
す
ら
ぎ
苑
３
人
、

桜
苑
２
人

●
勤
務
内
容
／
火
葬
業
務
、
火
葬
施

設
管
理

●
報
酬
／
月
額
１
４
３
，
０
０
０
円

●
雇
用
期
間
／
４
月
１
日
〜
平
成
26

年
３
月
31
日

●
雇
用
条
件
／
社
会
保
険
、
雇
用
保

険●
勤
務
日
お
よ
び
勤
務
時
間
／
火
葬

業
務
は
年
中
無
休
（
休
み
は
火
葬
の

な
い
日
に
交
替
で
）
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
（
う
ち
１
時
間
休
憩
）

●
応
募
資
格
／
18
歳
以
上
の
市
内
在

住
者

●
試
験
／
面
接

※

日
時
、
場
所
は
後
日
連
絡
し
ま
す
。

〆 

１
月
21
日
㈪
必
着

も 

市
販
の
履
歴
書
に
必
要
事
項
を

記
入
（
写
真
貼
付
）
し
、「
衛
生
局

火
葬
業
務
嘱
託
職
員
申
込
」
と
朱
書

き
し
た
封
筒
に
入
れ
て
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
（
持
参
可
）。

お 

衛
生
局
第
一
課

☎
０
５
０
（
３
３
８
１
）
５
０
４
２

〒
８
５
９
ー
２
４
１
５　
南
島
原
市

南
有
馬
町
戊
１
７
５
１
番
地

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校

学
生

　
身
分
は
特
別
職
の
国
家
公
務
員

（
生
徒
）で
、
手
当
の
支
給
を
受
け
な

が
ら
高
等
学
校
教
育
な
ど
を
う
け
る

制
度
で
す
。受
験
料
は
無
料
。皆
さ
ん
、

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

●
申
込
期
限
／
１
月
７
日
㈪

●
１
次
試
験
／
１
月
19
日
㈯

●
待
遇
／
生
徒
手
当
月
額
９
４
，
９

０
０
円
、
賞
与
年
２
回
（
６
・
12
月
）

※

全
員
が
学
生
宿
舎
で
生
活
し
、
食

事
、
被
服
類
、
寝
具
は
支
給
ま
た

は
貸
与

※

高
等
学
校
卒
業
証
書
授
与
（
３
学

年
修
了
時
）

お 

自
衛
隊
島
原
地
域
事
務
所

☎
０
９
５
７（
６
２
）３
７
５
９

島
原
病
院
正
規
職
員

（
地
方
公
務
員
）

●
採
用
職
種
／
看
護
師
、
薬
剤
師
、

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語

聴
覚
士
、
社
会
福
祉
士
、
臨
床
検
査

技
師
、
管
理
栄
養
士

●
採
用
予
定
／
看
護
師
は
５
〜
６
人
、

薬
剤
師
は
４
〜
５
人
、
他
は
各
若
干

名●
申
込
期
限
／
１
月
18
日
㈮
必
着

●
試
験
日
／
１
月
26
日
㈯

●
試
験
／
作
文
、
適
性
検
査
、
面
接

試
験

●
採
用
予
定
日
／
４
月
１
日

※

試
験
合
格
後
は
、
長
崎
県
病
院
企

業
団
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、

身
分
は
地
方
公
務
員
と
な
り
ま

す
。
免
許
取
得
見
込
み
の
人
に

つ
い
て
は
取
得
後
の
採
用
に
な

り
ま
す
。

も 

申
込
方
法
な
ど
、
詳
細
は
島
原

病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

 

長
崎
県
島
原
病
院
﹇
検
索
﹈

お 

長
崎
県
島
原
病
院 

総
務
係

☎
０
９
５
７
（
６
３
）
１
１
４
５

〒
８
５
５
ー
０
８
６
１　
島
原
市
下

川
尻
町
７
８
９
５
番
地

住
宅・店
舗
リ
フ
ォ
ー
ム
資
金

補
助
金
の
受
付

　
市
内
在
住
者
が
行
う
住
宅
や
店
舗

リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
に
対
す
る
補
助
申

請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
原
則
、

事
前
着
工
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
が
、

平
成
24
年
11
月
６
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
の
期
間
に
着
手
し
た
工
事
は
１

月
31
日
ま
で
申
請
が
で
き
ま
す
。
詳

し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

お 

商
工
観
光
課

☎
０
５
０
（
３
３
８
１
）
５
０
３
２

募　
　
　
　
集

＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ お問い合わせは…南島原市役所　☎０５０（３３８１）５０００ くらしの情報

●110番通報とは
　110番は、事件・事故などの通報用の緊急電話です。
その他の用件は、南島原警察署（☎86－2110）または、
警察相談専用ダイヤル（＃9110）を利用しましょう。

●通報のルール
　すべての電話（携帯電話も含む。）で「110」をダ
イヤルすると、警察につながります。
　110番通報は、最寄りの警察署ではなく、すべて長
崎市の長崎県警察本部通信指令室につながります。通
報するときは、次の点を伝えてください。
◆交通事故か事件か
◆発生場所は県名から市、町、目印となる目標物の順
　で伝える。
◆犯人の背格好や被害の程度など、現場の状況
◆あなたの氏名、電話番号など

110番は事件・事故などの
通報用緊急電話です

☎０９５７（86）2110
#9110

そのほかの用件は…南島原警察署まで

警察への相談は…

１月10日は「110番の日」
市民と警察を結ぶ安全と
安心のホットライン

お　
知　
ら　
せ


